
資料３

事業仕分けの結果について

１．事業名：監理技術者資格者証の交付

事業仕分けの論点：

・ 入札･契約時において受注者が提出する配置予定監理技術者情

報と、監理技術者情報等データベース、コリンズ情報等を活用

することにより本人確認が可能。

・ また、工事現場では、受注者が提出した配置予定者と同一人物

であることが確認できればよいことから、証明書としての資格

者証を交付し、携帯を義務づける必要は必ずしもないのではな

いか。

・ 登録手続が申請者が有する資格・勤務先の確認であることを勘

案すると、それぞれの有資格者情報の活用など、より効率的な

方法があるのではないか。

評価結果：廃止

２．事業名：監理技術者講習

事業仕分けの論点：

・ 監理技術者講習については、資質の維持向上の機会付与、最新

の知識の習得のためとして、5 年に 1 度の講習を義務付けてい

るが、講習内容はテキストを用いた座学であり、制度の目的に

照らして効果が上がっているか、検証が必要ではないか。

評価結果：義務としての監理技術者講習の廃止



○建設業法（昭和２４年法律第１００号）

（主任技術者及び監理技術者の設置等）

第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に

関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工

の技術上の管理をつかさどるもの（以下「主任技術者」という。）を置かなければなら

ない。

２ 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するた

めに締結した下請契約の請負代金の額（当該下請契約が二以上あるときは、それらの

請負代金の額の総額）が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合にお

いては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハ

に該当する者（当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号

イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上

の能力を有するものと認定した者）で当該工事現場における建設工事の施工の技術上

の管理をつかさどるもの（以下「監理技術者」という。）を置かなければならない。

３ 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関

する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなけれ

ばならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければなら

ない。

４ 前項の規定により専任の者でなければならない監理技術者は、第二十七条の十八第

一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条の

四から第二十六条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した

もののうちから、これを選任しなければならない。

５ 前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があつたときは、監理

技術者資格者証を提示しなければならない。

（登録）

第二十六条の四 第二十六条第四項の登録は、同項の講習を行おうとする者の申請によ

り行う。

（監理技術者資格者証の交付）

第二十七条の十八 国土交通大臣は、監理技術者資格（建設業の種類に応じ、第十五条

第二号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格し、若しくは同号イの規定に

より国土交通大臣が定める免許を受けていること、第七条第二号イ若しくはロに規定

する実務の経験若しくは学科の修得若しくは同号ハの規定による国土交通大臣の認定



があり、かつ、第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有していること、又は同号

ハの規定により同号イ若しくはロに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして国

土交通大臣がした認定を受けていることをいう。以下同じ。）を有する者の申請により、

その申請者に対して、監理技術者資格者証（以下「資格者証」という。）を交付する。

２・３ （略）

４ 資格者証の有効期間は、五年とする。

５・６ （略）
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